
 

 

愛知県地域医療介護総合確保基金事業（介護従事者確保分）補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１ 愛知県地域医療介護総合確保基金事業（介護従事者確保分）補助金（以下

「補助金」という。）は、愛知県が策定する地域における医療及び介護の総合

的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成 26年法律第

83号）に基づく県計画（以下「県計画」という。）に定める事業を実施するた

め、予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、愛知県

補助金等交付規則（昭和 55 年愛知県規則第８号。以下「規則」という。）に

定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（交付の対象及び交付額の算出方法） 

第２ 第１に規定する事業は、別表に掲げる事業（以下「補助事業」という。）

とし、この実施に必要な経費のうち、補助金交付の対象として知事が認める

経費（以下「補助対象経費」という。）について補助金を交付する。 

２ 基準額及び補助対象経費は別表のとおりとし、次により算出された額を交

付額とする。 

 (1) 別表の第１欄に掲げる基金事業の区分について、第３欄に定める区分ご

とに基準額と第４欄に定める対象経費の支出額とを比較して少ない方の額

を選定する。 

 (2) (1)により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除し

た額とを比較して少ない方の額を補助基本額とする。 

(3) (2)の補助基本額に別表の第６欄の補助率を乗じて得た額を交付額とす

る（算定された額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て

るものとする。）。 

３ 以下の各号に定める補助事業については一補助事業者あたりの補助金の交

付額に上限金額を定める。 

(1) 介護の普及啓発事業については、政令市にあっては１０，０００千円、

政令市を除く市町村及び広域連合にあっては５，０００千円、それ以外の

補助事業者にあっては２，０００千円を補助額の上限とする。 

(2) 介護人材資質向上事業については、政令市にあっては５０，０００千円、

中核市及び広域連合にあっては２０，０００千円、政令市及び中核市を除

く市にあっては１０，０００千円、それ以外の補助事業者にあっては５，

０００千円を補助額の上限とする。また、外国人介護留学生学習支援事業

費補助金にあっては、１介護福祉士養成施設あたり９７５千円を補助額の

上限とする。 

(3) 外国人介護人材技能向上研修事業については、１補助事業者あたり１，



５００千円を補助額の上限とする。 

 

（申請手続） 

第３ 規則第３条の規定による申請書及び添付書類の様式は、別紙様式１のと

おりとし、その提出部数は、１部とする。 

２ 前項の規定による申請書の提出時期は、別に定める。 

 

（補助事業の対象期間） 

第４ 補助事業の対象期間は、各年度４月１日から始まり、翌年３月３１日に終

わるものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第５ 規則第７条に規定する申請の取下げ期日は、交付決定の通知を受けた日

から30日以内とし、その旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。 

 

（計画変更の承認） 

第６ 補助事業者は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変

更して追加交付申請等を行う場合、第３に定める申請手続に従い、知事の承

認を受けなければならない。ただし、交付決定を受けた補助金の額に変更を

きたさない場合における次の各号に定める変更については、この限りでない。 

 (1) 補助目的達成のための弾力的運用に伴う事業内容の変更 

 (2) 補助目的を損なわない事業計画の細部の変更 

２ 知事は、前項の承認をする場合において、必要に応じて交付決定の内容を変

更し、又は条件を付することがある。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第７ 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、

知事の承認を受けなければならない。 

 

（事業遅延の報告） 

第８ 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了することができないと見込

まれる場合はその理由を、補助事業の遂行が困難となった場合は、その理由

及び遂行状況を記載した書類１部を知事に提出して、その指示を受けなけれ

ばならない。 

（実績報告） 

第９ 規則第 13条に定める実績報告書及び添付書類の様式は、別紙様式２のと

おりとし、その提出部数は１部とする。 



２ 前項に定める実績報告書の提出期限は補助事業の完了（廃止の承認を受け

た場合を含む。以下同じ。）の日から起算して 30 日を経過した日又は翌年度

の４月５日のいずれか早い期日とする。ただし、知事が必要と認めるときは、

改めて提出期限を定めることができる。 

 

（補助金の額の確定） 

第 10 知事は、補助事業者から実績報告書の提出を受けたときは、速やかに内

容を確認し、規則第 14条に規定する補助金の額の確定を行い、補助金を交付

すべきと認めたときは、補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第 11 補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、知事が特別の理由があ

ると認めるときは、その全部又は一部を概算払又は前金払により交付するこ

とができる。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告） 

第 12 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により、補助金に係る

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が

０円の場合を含む。）は、別紙様式３により、速やかに、遅くとも補助事業完

了日の属する年度の翌々年度６月３０日までに知事に報告しなければならな

い。提出部数は１部とする。 

２ 前項の報告があった場合において、この補助金に係る仕入控除税額がある

ことが確定した場合には、当該仕入控除税額を県に返還しなければならない。 

 

（財産の処分の制限） 

第 13 規則第 20 条ただし書に規定する知事が定める期間は、「減価償却資産の

耐用年数に関する省令（昭和 40年大蔵省令第 15号）」に定められている期間

又は、それに準ずるものと認められる期間とする。 

２ 規則第 20条第２号に規定する知事の定める財産は、取得価格又は効用の増

加価格が単価 50万円（民間団体にあっては 30万円）以上のものとする。 

３ 補助事業者が規則第 20条の規定により承認を得て財産を処分したことによ

り収入があったときは、知事は、その交付した補助金の全部又は一部に相当

する金額を納付させることがある。 

 

（関係書類の整備） 

第 14 補助金の交付を受けた補助事業者が地方公共団体である場合には、補助

事業者は基金事業にかかる予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成



するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調

書及び証拠書類を基金事業が完了した日（事業の中止又は廃止の承認を受け

た場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保存してお

かなければならない。 

２ 補助金の交付を受けた補助事業者が地方公共団体以外の場合には、補助事

業者は補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事

業の完了した日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を

受けた日）の属する会計年度の翌年度から起算して５年間保存しておかなけ

ればならない。 

 

（実施細則） 

第 15 この要綱の実施に関し、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年１０月１４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年６月１４日に施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和元年１１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年８月１２日に施行し、令和２年４月１日（介護事業所 ICT

導入支援事業及び介護ロボット導入支援事業については令和２年４月３０日）

から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和３年１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１５日に施行し、令和３年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和３年７月２１日に施行し、令和３年４月１日から適用する。 



附 則 

この要綱は、令和４年４月８日に施行し、令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和４年８月５日に施行し、令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年９月１２日に施行し、令和５年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１５日に施行し、令和６年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和６年１１月１３日に施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 


